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報告第８号 

 

臨時代理につき承認を求めることについて 

（令和８年生駒市議会第３回（３月）定例会提出議案の意見について） 

 

令和８年生駒市議会第３回（３月）定例会提出議案の意見について、教育委員

会を招集するいとまがなかったため、生駒市教育委員会教育長に対する事務委

任等に関する規則（昭和６０年４月生駒市教育委員会規則第６号）第５条第２

項の規定により、令和８年２月２６日に臨時に代理したので、これを報告し、

承認を求める。 

 

  令和８年３月１９日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 

 

【提出議案】 

・生駒市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び生駒市

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例の制定について 

1



2

写

2



33



44



55



66



77



88



99



1010



1111



報告第９号 

 

生駒市生涯学習施設等の使用料等に関する規則の一部を改正する規則の

制定について 

 

生駒市生涯学習施設等の使用料等に関する規則の一部を改正する規則の制定

について、生駒市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（昭和６

０年４月生駒市教育委員会規則第６号）第６条第５号の規定により、次のとお

り報告する。 

 

  令和８年１月２０日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 

 

   生駒市生涯学習施設等の使用料等に関する規則の一部を改正する規則 

 生駒市生涯学習施設等の使用料等に関する規則（平成２４年６月生駒市規則第

２１号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「別表第１及び別表第２」を「別表」に改める。 

 第２条の見出し中「使用料等」を「利用料金」に改め、同条第１項中「別表第

１に規定する」を「別表に規定する」に改め、同条第２項を削る。 

 第３条中「別表第３」を「別表第２」に改める。 

 第４条中「別表第４」を「別表第３」に改める。 

 第５条第１項中「使用料等（体育施設の使用料等を除く｡)」を「生涯学習施設

及び生駒ふるさとミュージアムの利用料金」に改める。 

 別表第１を削る。 
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 別表第２の１の表備考中「消費税等相当額」を「消費税法（昭和６３年法律第

１０８号）の規定による消費税及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規

定による地方消費税に相当する額（以下「消費税等相当額」という｡)」に改め、

別表第２を別表第１とし、別表第３を別表第２とし、別表第４を別表第３とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の生駒市生涯学習施設等の使用料等に関する規則別表第１から別表第

３までの規定は、令和８年４月１日以後の使用に係る使用料等（生駒市生涯学

習施設等の使用料等に関する規則第１条に規定する使用料等をいう。以下同

じ｡)について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例

による。 
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議案第１５号 

 

生駒市いじめ防止基本方針の改訂について 

 

生駒市いじめ防止基本方針の改訂について、生駒市教育委員会教育長に対する

事務委任等に関する規則（昭和６０年４月生駒市教育委員会規則第６号）第２条

第１号の規定により、別冊のとおり提出する。 

 

令和８年３月１９日 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子   
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議案第１６号 

 

生駒市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則について 

 

上記議案を提出する。 

 

令和８年３月１９日 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子   

 

 

   生駒市教育委員会事務局組織規則及び生駒市教育委員会事務決裁規則の一

部を改正する規則 

 （生駒市教育委員会事務局組織規則の一部改正） 

第１条 生駒市教育委員会事務局組織規則（平成２年４月生駒市教育委員会規則

第５号）の一部を次のように改正する。 

  第２条の表中「学務係」を「学務係 新しい学校づくり係」に、「教育指導課」

を「学校支援課」に、「指導係」を「支援係」に、 

 

                                  を 

 

                                  に 

 改める。 

  第１７条を削る。 

幼保こども園課 保育幼稚園係 整備係 

幼保こども園課 保育幼稚園係 

 こども園準備室 施設整備係 
」 

」 

「 

「 
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  別表の１の表教育総務課の部庶務係の項第９号、第１０号及び第１３号中「関

すること」の次に「（新しい学校づくり係の所管に係るものを除く｡)」を加え、

同部学務係の項第１０号中「教育指導課」を「学校支援課」に改め、同号を同

項第１１号とし、同項第９号の次に次の１号を加える。 

  (10) 公立学校職員共済組合に関すること。 

  別表の１の表教育総務課の部学務係の項の次に次のように加える。 

新 し い 学 校 づ

くり係 

(1) 生駒市立生駒南小学校及

び生駒市立生駒南中学校の整

備に関すること。 

(2) 生駒市立生駒小学校分校

及び生駒市立生駒中学校分校

の整備に関すること。 

  別表の１の表教育指導課の部中「教育指導課」を「学校支援課」に改め、同

部指導係の項中「指導係」を「支援係」に改め、同項第１号中「研究」の次に

「、支援」を加え、同項第２号中「管理」の次に「、支援」を加え、同項第３

号中「学校指導及び」を「学校の支援及び指導並びに」に改め、同項第４号中

「就学指導」を「就学支援」に改め、同項第１４号を次のように改める。 

  (14) その他学校教育の支援及び指導に関すること。 

  別表の１の表教育指導課の部指導係の項中第１５号から第１７号までを削

り、同部教育政策室の項に次の２号を加える。 

  (4) コミュニティ・スクールに関すること。 

  (5) 課の庶務に関すること。 

  別表の１の表幼保こども園課の部保育幼稚園係の項の次に次のように加え

る。 

整備係      (1) 市立保育所及び幼稚園の

こども園への移行に係る企画
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及び調整に関すること。 

(2) 幼稚園の用に供する教育

財 産 の 維 持 管 理 に 関 す る こ

と。 

(3) 幼稚園施設の営繕、保全及

び管理に関すること。 

(4) 生駒市教育委員会に対す

る補助執行規則第２条に掲げ

る事務のうち、市立の保育所

及びこども園の施設の整備に

関すること。 

  別表の１の表幼保こども園課の部こども園準備室の項を削る。 

 （生駒市教育委員会事務局事務決裁規則の一部改正） 

第２条 生駒市教育委員会事務局事務決裁規則（昭和５６年７月生駒市教育委員

会規則第９号）の一部を次のように改正する。 

  第１１条第４号中「生駒市コミュニティセンター及び」を削る。 

  第１５条を削る。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第１７号 

 

生駒市学校運営協議会規則の一部を改正する規則の制定について 

 

上記議案を提出する。 

 

令和８年３月１９日 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子   

 

   生駒市学校運営協議会規則の一部を改正する規則 

 生駒市学校運営協議会規則（令和２年３月生駒市教育委員会規則第４号）の一

部を次のように改正する。 

 第２条第２項中「含む」の次に「。次条において同じ」を加える。 

 第３条の見出しを「（基本的な方針の承認）」に改め、同条各号列記以外の部分

を次のように改める。 

  協議会を設置する学校（以下「設置校」という｡)の校長は、次に掲げる事項

について、法第４７条の５第４項に規定する基本的な方針を作成し、設置校の

協議会の承認を得るものとする。 

 第３条中第５号を第６号とし、第２号から第４号までを１号ずつ繰り下げ、第

１号の次に次の１号を加える。 

 (2) 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和４

６年法律第７７号）第７条第１項に規定する業務量管理・健康確保措置の実

施に関する事項 

 第４条中「協議会を設置する学校（以下「設置校」という｡)」を「設置校」に
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改める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

1719



議案第１８号 

 

生駒市立幼稚園規則の一部を改正する規則の制定について 

 

上記議案を提出する。 

 

令和８年３月１９日 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子   

 

   生駒市立幼稚園規則の一部を改正する規則 

 生駒市立幼稚園規則（昭和４６年２月生駒市教育委員会規則第１号）の一部を

次のように改正する。 

 第２条中「３５人」を「３０人」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第１９号 

 

生駒市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則について 

 

上記議案を提出する。 

 

令和８年３月１９日 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子   

 

生駒市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則 

生駒市体育施設条例施行規則（平成元年１２月生駒市教育委員会規則第８号）

の一部を次のように改正する。 

第４条第１項中「施設使用許可申請書（様式第１号。以下「申請書」という｡)

を指定管理者に提出しなければ」を「施設予約システム（生駒市の公共施設の使

用の許可申請を電子情報処理組織（教育委員会又は指定管理者の使用に係る電子

計算機（入出力装置を含む。以下同じ｡)と当該許可申請の相手方の使用に係る電

子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう｡)により処理する

情報処理システムをいう。以下同じ｡)により指定管理者に申請しなければ」に改

め、同条第２項中「申請書」を「前項の規定による申請」に、「提出しなければ」

を「しなければ」に改め、同条第３項から第５項までを削る。 

 第５条第１項を次のように改める。 

指定管理者は、体育施設（プールを除く｡)の使用を許可したときは、施設予

約システムにより施設使用許可書を交付するものとする。 

第５条第５項を同条第６項とし、同条第４項中「第１項第１号」を「第１項」
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に、「施設使用取消申請書（様式第２号）を提出し」を「施設予約システムにより

申請し」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項中「第１項に規定する書面」

を「施設使用許可書、入場券又は会員証」に改め、同項を同条第４項とし、同条

第２項中「前項」を「第１項及び前項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第

１項の次に次の１項を加える。 

２ 指定管理者は、プールの使用を許可したときは、次の各号に掲げる使用の区

分に応じ、当該各号に定める書面を申請者に交付するものとする。 

(1) プールの個人使用及び当日使用 入場券 

(2) 生駒市井出山屋内温水プールの月間使用 会員証 

 別表第３を削る。 

 様式第１号及び様式第２号を削る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、改正前の生駒市体育施設条例施行規則の規定によりな

された施行日以降の使用に係る申請及び許可は、改正後の生駒市体育施設条例施

行規則の規定によりなされた申請及び許可とみなす 
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議案第２０号 

 

生駒市学校医及び学校歯科医の委嘱について 

 

 生駒市学校医及び学校歯科医の委嘱に、別 紙 の 者 を 委 嘱 し た い か ら 、生駒市

教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（昭和６０年４月生駒市教育

委員会規則第６号）第２条第１１号の規定により、教育委員会の議決を求める。 

 

令和８年３月１９日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 

記 

委嘱：令和８年４月１日付（任期：令和９年３月３１日まで） 

職 名 推薦団体 氏 名 学校名 

学校医 生駒市医師会 福田 多介彦 

生駒台小学校 

俵口小学校 

あすか野小学校 

生駒中学校 

生駒南中学校 

学校歯科医 生駒市歯科医師会 岡本 潤 光明中学校 
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議案第２１号 

 

令和８年度社会教育基本方針及び重点目標について 

 

 令和８年度生駒市社会教育基本方針及び重点目標について、 生駒市教育委員会

教育長に対する事務委任等に関する規則（昭和６０年４月生駒市教育委員会規則

第６号）第３条の規定により、教育委員会の議決を求める。 

 

令和８年３月１９日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 
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議案第１２号 

 

令和８年度第３次生駒市教育大綱アクションプランの策定について 

 

 令和８年度第３次生駒市教育大綱アクションプランの策定について、別 冊 の と

お り 提 出 す る 。  

 

令和８年３月１９日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 
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